
 

ＭＯＢＩＯと大阪弁護士会とのコラボ企画 

 

おでかけＭＯＢＩＯ－Ｃａｆｅ in 大阪弁護士会館 
 

新事業こうすればうまく行く！ 

新製品販売の際に気をつけたい法律問題 
 

「新事業こうすれば上手く行く！シリーズ」。製造業者が新たに薬剤やその容器を製品化するまでの

様々な問題を例に、これまで２回にわたり解説してきました。最終回は「販売ステージ」がテーマです。 

社運をかけて取り組んできた新事業展開もいよいよ販売段階に入りました。「さあ、ラストスパート！」と

いきたいところですが、ここで事を急ぐのは禁物です。新製品の販売には景品表示法やＰＬ（製造物責任）

法など、産業財産権とはちがった視点で検討を要することも必要です。 
 

今回は、新製品販売の際に気をつけたい法律問題をテーマに取り上げて解説します。 

講師は福﨑 浩 弁護士（弁護士法人天満法律事務所）です。 

 
今回のセミナー会場は大阪弁護士会館（大阪市北区西天満）で行います。 

セミナー後は眺望バツグンの１４階のテラスで交流会を行います。セミナーの内容に

ついての質問やご相談など大歓迎です！ご参加をお待ちいたしております。 
 

◆日 時 平成２８年３月４日（金曜日） 
セミナー １８：００ ～ １９：３０ 

交流会  １９：３０ ～ ２０：３０ 

◆場 所 大阪弁護士会館 ２階２０３号室 （大阪市北区西天満１－１２－５） 

◆参加費 無料（交流会は１，０００円） 

◆対 象 ものづくり中小企業、支援機関など 

◆定 員 ８０名（先着順。定員に達し次第、締め切らせていただきます） 

◆申込方法 インターネット又はＦＡＸ（下記申込書に記載）でお申し込みください。 

インターネットは、問合せ先のホームページにアクセスしてください。 

◆お問合せ先 ものづくりビジネスセンター大阪（ままだ） ℡ ０６－６７４８－１０５２ 

ホームページ⇒          から、「MOBIO- Cafe開催案内」をご覧ください。 

・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 

 

 

 ＦＡＸ０６－６７４８－１０６２ ※お一人ずつお申し込みください。切り取らずこのままＦＡＸして下さい。 

参加者氏名  
企 業 名 

部署・役職 
 

電話番号  ＦＡＸ番号  

住  所 
〒 

 

交 流 会 
□参加する    □ 参加しない 

※ 交流会は 19:30より、１４階にて立食・軽食スタイルで開催します。（会費１，０００円） 

※ＭＯＢＩＯからセミナーに関する連絡をすることがあります。 

MOBIO-Cafe 参加申込書 

MOBIO 

http://www.m-osaka.com 

http://www.m-osaka.com

